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大磯町部等設置条例の一部を改正する条例について 

 

 

○ 改正理由 

交流人口の増加と定住人口の安定化に向け、様々な施策や事業などの取組みを進めているとこ

ろですが、全国的に進む少子高齢化・人口減少社会に対し、「子育てで選ばれる町」を目指して

いくためにも、より戦略的に子育て世代の定住促進に向けた取り組みを展開していく必要があり

ます。また、ごみ処理広域化事業におけるリサイクル処理施設の整備推進や省エネルギー・再生

可能エネルギーの普及促進など、環境分野をより政策的な観点を持ち対応していくことが求めら

れております。さらには、危機管理対策室の設置から２年半以上が経過し、この間、自然災害へ

の迅速な対応、町民との協働による各種訓練等、着実に成果は表れている状況にありますが、防

災機能面以外の取組みについては、より一層の横断的連携による対応を図る必要があります。 

このことから、組織の一部を見直すことで、最大の効果を発揮するため地方自治法第 158条第

1項の規定に基づき「大磯町部等設置条例」の一部を改正するものです。 

 

 

○ 改正内容 

①子育て支援課を教育委員会から町長部局へ変更 

国の制度改正に基づき、平成 27 年４月１日から「子ども・子育て支援新制度」がスタートし

ますので、教育委員会の子育て支援課を町民福祉部内に移し、戦略的に子育て支援策を展開して

いきます。 

 

 

 

 

 

 

②環境美化センターを１課１センターに再編 

より専門性を発揮しつつ相互連携を図りながら命題に対応していく組織としていくため産業

環境部の環境美化センターを環境課と美化センターの１課１センターに再編していきます。 

 

  

 

 

 

 

【現行】           【改正後】 

教育委員会 教育部      町長部局 町民福祉部 

※課名・係名、所掌事務等は変更なし。 

【現行】                   【改正後】 

環境美化センター（環境係、廃棄物対策係）   環境課（環境・エネルギー係、廃棄物係） 

                       美化センター（施設係） 
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③危機管理対策室を政策総務部内に統合 

 政策総務部内の課に位置付けことにより、総務課との連携による職員面における危機管理や政

策課との連携による報道機関への対応など、横断的かつ総括的に対応することで、様々な危機管

理対策への取り組みを展開していきます。 

 

 

 

 

 

④施行日 

 平成 27年４月１日 

【現行】          【改正後】 

危機管理対策室       政策総務部 危機管理課（危機管理係） 
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本署第２隊

国府分署 分署第１隊

分署第２隊

生涯学習館

消　　　防 消防本部 消防総務課 消防総務係

消防署 本署第１隊

教育指導係

大磯小学校、国府小学校
大磯中学校、国府中学校

子育て支援課

保育園･幼稚園係

子育て支援総合センター

郷土資料館

予防係

大磯幼稚園、国府幼稚園
たかとり幼稚園、国府保育園

生涯学習課

選挙管理委員会 事務局

農業委員会 事務局

教育長 学校教育課

議　　　会 議会 事務局 議事調査係

監査委員 監査委員 事務局  

生涯学習係

図書館

教育委員会 教育部 教育総務係

子育て支援係

教育研究所

会計課 会計係

観光推進係

みなと推進係

環境美化センター 環境係

廃棄物対策係

会計管理者

スポーツ健康課 健康増進係

道路整備係

下水道課

都市計画課

産業環境部 産業観光課

町民税係

資産税係

収納係

町民福祉部 町民課 町民協働係

広報情報係

総務法制係

公共施設係

財政課 財政係

管財係

総務課

分署第２隊

予防係

消防署 本署第１隊

本署第２隊

国府分署 分署第１隊

図書館 　　

郷土資料館 　

生涯学習館

消　　　防 消防本部 消防総務課 消防総務係

教育総務係
教育研究所

教育指導係

大磯小学校、国府小学校
大磯中学校、国府中学校

生涯学習課 生涯学習係

選挙管理委員会 事務局

農業委員会 事務局

教育委員会 教育長 教育部 学校教育課

議　　　会 議会 事務局 議事調査係

監査委員 監査委員 事務局  

広報情報係 政策総務部

町　　　長

総務課 総務法制係

危機管理係

政策課 政策係

公共施設係

危機管理課

政策係

町　　　長 副町長

【　改正案　】

副町長 危機管理対策室

政策課

政策総務部

資産税係

町民税係
税務課

財政課 財政係

町民福祉部 町民課 町民協働係

管財係

税務課

戸籍係

保険年金係

収納係

戸籍係

保険年金係

国府支所

福祉課 地域福祉係

高齢福祉係

障害福祉センター
高齢福祉係

障害福祉センター 障がい福祉係

国府支所

福祉課 地域福祉係

福祉センター  

世代交流センター 　

ふれあい会館 　

スポーツ健康課 健康増進係

子育て支援課 子育て支援係

保育園･幼稚園係

子育て支援総合センター

武道館

下水道整備係

下水道業務係

都市計画係

開発指導係

大磯幼稚園、国府幼稚園
たかとり幼稚園、国府保育園

都市建設部 建設課 道路管理係

スポーツ推進係

武道館

道路管理係都市建設部 建設課

産業振興係

スポーツ推進係

下水道整備係

廃棄物係

下水道業務係

都市計画課 都市計画係

開発指導係

環境・エネルギー係

　

美化センター 施設係

会計課 会計係

観光推進係

みなと推進係

環境課

会計管理者

【　現　行　】

障がい福祉係

ふれあい会館

福祉センター

世代交流センター

産業環境部 産業観光課 産業振興係

道路整備係

下水道課

③ 

① 

② 
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 大磯町部等設置条例 新旧対照表 

 改正案 現行 

   大磯町部設置条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定に基づき、

町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を設ける。 

 

政策総務部 

町民福祉部 

都市建設部 

産業環境部 

（事務分掌） 

第２条 前条に規定する部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 

 

 

 

政策総務部 

(1)～(5) 省略 

(6) 危機管理に関すること。 

(7) 防災に関すること。 

(8) 財政に関すること。 

(9) 契約及び財産に関すること。 

(10) 税務に関すること。 

町民福祉部 

(1)～(6) 省略 

(7) 子育て支援に関すること。 

(8) 保健及び予防に関すること。 

(9) 健康増進及びスポーツに関すること（学校における体育に関すること

を除く。）。 

都市建設部 

(1)～(4) 省略 

産業環境部 

(1)～(5) 省略 

大磯町部等設置条例 

 

（設置） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第158条第１項の規定に基づき、

町長の権限に属する事務を分掌させるため、危機管理対策室及び次の部を

設ける。 

政策総務部 

町民福祉部 

都市建設部 

産業環境部 

（事務分掌） 

第２条 前条に規定する室及び部の事務分掌は、おおむね次のとおりとする。 

危機管理対策室 

(1) 危機管理に関すること。 

(2) 防災に関すること。 

政策総務部 

(1)～(5) 省略 

(6) 財政に関すること。 

(7) 契約及び財産に関すること。 

(8) 税務に関すること。 

 

 

町民福祉部 

(1)～(6) 省略 

 

(7) 保健及び予防に関すること。 

(8) 健康増進及びスポーツに関すること（学校における体育に関すること

を除く。）。 

都市建設部 

(1)～(4) 省略 

産業環境部 

(1)～(5) 省略 
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 改正案 現行 

第３条 省略 

 

   附 則 

 この条例は、平成27年４月１日から施行する。 

 

第３条 省略 
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